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第１章 総則 

第２条（定義等）(p2-p3) 
(１３)「性能試験計画書」とは、受注者が募集要項等及び第４９条第２

項の規定に従って発注者に提出する計画書をいい、①性能試験の内

容及び実施項目、②性能試験の実施方法及び実施時期、③発注者の

確認が必要となる事項及び確認時期、④その他性能試験実施上の必

要となる事項を内容とする。 

 (１４)「試運転計画書」とは、受注者が募集要項等及び第５０条第２

項の規定に従って発注者に提出する計画書をいい、①試運転の内容

及び実施項目、②試運転の実施方法及び実施時期、③発注者の確認

が必要となる事項及び確認時期、④その他試運転実施上の必要とな

る事項を内容とする。 

 

第２章 本契約の対象等 
第１０条（契約の保証）(p5) 
３ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付

す場合は、当該保証は、第９４条第３項各号に規定する者による契約

の解除の場合についても保証するものでなければならない。 
 

第１１条（権利義務の譲渡等）(p5) 
２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）

のうち第３８条第２項の規定による検査に合格したもの及び第６７条

第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡

し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただ

し、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

第２４条（要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う増加費用
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の負担）(p11) 
４ 前条第１項に規定する変更請求が法令等の変更又は不可抗力によ

るときは、当該要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に関し

て、受注者に発生する増加費用に関しては第８６条又は第８７条に

規定する負担方法がそれぞれ適用される。 

 

第６４条（前金払及び中間前金払）(p27) 
８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったとき

は、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日ま

での期間について、その日数に応じ、第９３条第５項に規定する率で

計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

 

第８７条（不可抗力による損害）(p35) 
２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行

い、同項の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基

づくもの及び第８４条第１項の規定により付された保険等によりて

ん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状

況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 
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別紙１ リスク分担表 (p46) 

 

以下略 

 

別紙４ かずさ水道広域連合企業団 個人情報取扱特記事項 (p50) 
第６条（個人情報の管理） 
２ 受注者は、再委託を行った場合は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第６６条第２項第１号の規定に基づき、当該

再委託に係る個人情報の取扱いが適正に行われるよう、再委託先に対

し必要かつ適切な 監督を行うとともに当該再委託に係る個人情報の

滅失、漏えいその他の個人情 報の保護に関するすべての責任を負う

ものとする。 
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